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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小段が設けられた法面に敷設される排水構造であって、
　前記法面に、当該法面の傾斜に沿った勾配で当該法面の傾斜方向に敷設された上流側お
よび下流側の縦排水溝と、
　前記小段に、当該小段の長さ方向に敷設された小段排水溝と、
　前記上流側の縦排水溝と前記小段排水溝との合流部分に配置され、前記上流側の縦排水
溝および前記小段排水溝から、桝底および桝側壁に囲まれた桝内への流入水を、前記下流
側の縦排水溝に排水する集水桝と、を備え、
　前記上流側の縦排水溝の両側壁の頂面は、前記集水桝の天端に連結し、
　前記上流側の縦排水溝の溝底は、前記法面の傾斜に沿った勾配を維持したまま、前記桝
側壁のうち、前記小段と上流側の前記法面との境界側に位置する第一の桝側壁に連結して
おり、
　前記桝底は、前記上流側の縦排水溝の溝底よりも低い位置において、前記第一の桝側壁
から下流側の前記法面まで水平に設けられて、前記下流側の縦排水溝の溝底に連結し、前
記桝側壁のうち、前記第一の桝側壁の両側を挟むように対向して配置された第二および第
三の桝側壁は、前記小段と下流側の前記法面との境界側から、前記桝底と前記下流側の縦
排水溝の溝底との連結位置に向かうに従って間隔が狭くなり、前記下流側の縦排水溝の側
壁に連結している
　ことを特徴とする排水構造。
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【請求項２】
　請求項１に記載の排水構造であって、
　前記集水桝は、前記桝底に配置された減勢工を有する
　ことを特徴とする排水構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の排水構造であって、
　前記小段排水溝の溝底は、前記上流側の縦排水溝と前記集水桝との連結位置における前
記上流側の縦排水溝の溝底よりも高い位置で、前記集水桝の側壁と連結している
　ことを特徴とする排水構造。
【請求項４】
　法面に、当該法面の傾斜に沿った勾配で当該法面の傾斜方向に敷設された上流側および
下流側の縦排水溝と、小段に、当該小段の長さ方向に敷設された小段排水溝との合流部分
に配置され、前記上流側の縦排水溝および前記小段排水溝からの流入水を前記下流側の縦
排水溝に排水する集水桝であって、
　桝底と前記桝底の周りを囲む桝側壁と、を有し、
　前記桝側壁は、
　前記小段と上流側の前記法面との境界側に配置されており、前記上流側の縦排水溝の両
側壁の頂面が天端に連結され、前記上流側の縦排水溝の溝底が前記法面の傾斜に沿った勾
配を維持したまま前記桝底よりも高い位置で連結された第一の桝側壁と、
　前記第一の桝側壁の両側を挟むように対向して配置された第二および第三の桝側壁と、
を含み、
　前記桝底は、前記上流側の縦排水溝の溝底よりも低い位置において、前記第一の桝側壁
から下流側の前記法面まで水平に設けられて、前記下流側の縦排水溝の溝底に連結されて
おり、
　前記第二および第三の側壁は、
　前記小段と下流側の前記法面との境界側から、前記下流側の縦排水溝の溝底と前記桝底
との連結位置に向かうに従って間隔が狭くなり、前記下流側の縦排水溝の両側壁に連結し
ている
　ことを特徴とする集水桝。
【請求項５】
　請求項４に記載の集水桝であって、
　前記桝底に配置された減勢工を有する
　ことを特徴とする集水桝。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の集水桝であって、
　前記第二および第三の側壁は、それぞれ、前記第一の側壁と前記上流側の縦排水溝の溝
底との連結位置よりも高い位置で、前記第二の側壁側の小段排水溝の溝底および前記第三
の側壁側の小段排水溝の溝底と連結する
　ことを特徴とする集水桝。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小段が設けられた法面に敷設される排水構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、切土、盛土等によって法面を形成する場合、崩落防止のために、法面の途中に
小段が設けられる。このような小段が設けられた法面に敷設される排水構造として、特許
文献１に記載の法面小段における排水構造がある。この排水構造は、法面の傾斜と略同じ
勾配で法面の傾斜方向に沿って法面に敷設された上流側および下流側の縦排水溝（縦排水
フリューム）と、小段を深く掘り下げることなく、小段の長さ方向に沿って小段上に載置
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された小段排水溝（小段排水フリューム）と、上流側の縦排水溝および小段排水溝の合流
部分に配置された集水桝（縦排水桝）と、集水桝および下流側の縦排水溝間に敷設された
調整溝（調整フリューム）と、を備えている。
【０００３】
　このような排水構造において、上流側の縦排水溝および左右両側の小段排水溝を流れる
雨水等は、集水桝に集水され、その後、調整溝を介して下流側の縦排水溝へ排水される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－０８５９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の法面小段における排水構造において、集水桝は小段に埋設され、上
流側の縦排水溝および左右両側の小段排水溝は、これらの排水溝を流れる雨水等が集水桝
の上面に流入するように設置されている。また、調整溝は、小段に沿って敷設され、一方
の端部が集水桝の下流側の側壁上部に連結され、他方の端部が小段と下流側の法面との境
界において下流側の縦排水溝に連結されている。このため、例えばゲリラ豪雨等により大
量の雨水等が発生した場合に、次のような問題が生じていた。
【０００６】
　すなわち、上流側の縦排水溝および左右両側の小段排水溝から集水桝の上面に急激に流
れ込む雨水等が、集水桝の桝底領域まで届かずに水面領域で合流するため、大量の雨水等
の水流が、その勢いを増して調整溝に排水される。このため、調整溝を流れる雨水等の水
流が、勢いを保ったまま、調整溝と下流側の縦排水溝との連結部から飛び出して溢水する
可能性がある。また、集水桝から調整溝へ排水可能な水量が上流側の縦排水溝および左右
両側の小段排水溝から集水桝へ流入可能な水量に比べて小さく、このため、集水桝の水位
が上昇して集水桝から溢れ出る可能性もある。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、縦排水溝および小段排水
溝の合流部分における溢水を効果的に防止できる排水構造および集水桝を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明では、縦排水溝と小段排水溝との合流部分に配置さ
れ、上流側の縦排水溝および小段排水溝からの流入水を下流側の縦排水溝に排水する集水
桝において、桝底を、小段と下流側の法面との境界を超える位置まで延ばして、下流側の
縦排水溝の溝底に連結させた。また、上流側の縦排水溝の両側壁の頂面を集水桝の天端に
連結させるとともに、上流側の縦排水溝の溝底を、法面の傾斜に沿った勾配を維持させた
まま、集水桝の側壁に連結させた。
【０００９】
　例えば、本発明の排水構造は、
　小段が設けられた法面に敷設される排水構造であって、
　前記法面に、当該法面の傾斜に沿った勾配で当該法面の傾斜方向に敷設された上流側お
よび下流側の縦排水溝と、
　前記小段に、当該小段の長さ方向に敷設された小段排水溝と、
　前記上流側の縦排水溝と前記小段排水溝との合流部分に配置され、前記上流側の縦排水
溝および前記小段排水溝から、桝底および桝側壁に囲まれた桝内への流入水を、前記下流
側の縦排水溝に排水する集水桝と、を備え、
　前記上流側の縦排水溝の両側壁の頂面は、前記集水桝の天端に連結し、
　前記上流側の縦排水溝の溝底は、前記法面の傾斜に沿った勾配を維持したまま、前記桝
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側壁のうち、前記小段と上流側の前記法面との境界側に位置する第一の桝側壁に連結して
おり、
　前記桝底は、前記上流側の縦排水溝の溝底よりも低い位置において、前記第一の桝側壁
から下流側の前記法面まで水平に設けられて、前記下流側の縦排水溝の溝底に連結し、前
記桝側壁のうち、前記第一の桝側壁の両側を挟むように対向して配置された第二および第
三の桝側壁は、前記小段と下流側の前記法面との境界側から、前記桝底と前記下流側の縦
排水溝の溝底との連結位置に向かうに従って間隔が狭くなり、前記下流側の縦排水溝の側
壁に連結している。
【００１０】
　また、本発明の集水桝は、
　法面に、当該法面の傾斜に沿った勾配で当該法面の傾斜方向に敷設された上流側および
下流側の縦排水溝と、小段に、当該小段の長さ方向に敷設された小段排水溝との合流部分
に配置され、前記上流側の縦排水溝および前記小段排水溝からの流入水を前記下流側の縦
排水溝に排水する集水桝であって、
　桝底と前記桝底の周りを囲む桝側壁と、を有し、
　前記桝側壁は、
　前記小段と上流側の前記法面との境界側に配置されており、前記上流側の縦排水溝の両
側壁の頂面が天端に連結され、前記上流側の縦排水溝の溝底が前記法面の傾斜に沿った勾
配を維持したまま前記桝底よりも高い位置で連結された第一の桝側壁と、
　前記第一の桝側壁の両側を挟むように対向して配置された第二および第三の桝側壁と、
を含み、
　前記桝底は、前記上流側の縦排水溝の溝底よりも低い位置において、前記第一の桝側壁
から下流側の前記法面まで水平に設けられて、前記下流側の縦排水溝の溝底に連結されて
おり、
　前記第二および第三の側壁は、
　前記小段と下流側の前記法面との境界側から、前記下流側の縦排水溝の溝底と前記桝底
との連結位置に向かうに従って間隔が狭くなり、前記下流側の縦排水溝の両側壁に連結し
ている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明では、上流側の縦排水溝の両側壁の頂面が集水桝の天端に連結し、かつ上流側の
縦排水溝の溝底が、法面の傾斜に沿った勾配を維持したまま、集水桝の上流側の側壁に連
結しているので、上流側の縦排水溝からの流入水が、法面の傾斜に沿った角度で集水桝の
側面へ投入され、これにより、上流側の縦排水溝からの流入水を集水桝の桝底領域へ効率
よく送り込むことができる。また、集水桝の桝底が、下流側の縦排水溝の溝底に連結して
いるので、集水桝の水面領域から桝底領域までの全域を下流側の縦排水溝への排水断面と
して利用することができる。
【００１２】
　このため、集水桝の流下能力が向上し、集水桝から排水される雨水等の流速が水面領域
において過剰に速くなるのを防止でき、これにより、小段と下流側の法面との境界におい
て、流水が集水桝から勢いよく飛び出してしまうのを防止できる。また、集水桝の流下能
力の向上により、集水桝の水位が上昇して集水桝から雨水等が溢れ出るのを防止できる。
したがって、本発明によれば、縦排水溝および小段排水溝の合流部分における溢水を効果
的に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る排水構造１の斜視図である。
【図２】図２は、排水構造１の平面図である。
【図３】図３は、排水構造１の正面図である。
【図４】図４は、図２に示す排水構造１のＡ－Ａ矢視断面図である。
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【図５】図５は、図２に示す排水構造１のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図６】図６は、図３に示す排水構造１のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１～図３は、本実施の形態に係る排水構造１の斜視図、平面図、および正面図である
。また、図４および図５は、図２に示す排水構造１のＡ－Ａ矢視断面図、Ｂ－Ｂ矢視断面
図であり、図６は、図３に示す排水構造１のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【００１６】
　本実施の形態に係る排水構造１は、小段７が設けられた法面６ａ、６ｂ（以下、単に法
面６とも呼ぶ）に敷設され、法面６を流れる雨水等を下流側へ排水する。
【００１７】
　図示するように、排水構造１は、法面６に敷設される縦排水溝２ａ、２ｂ（以下、単に
縦排水溝２とも呼ぶ）と、小段７に敷設される小段排水溝３ａ、３ｂ（以下、単に小段排
水溝３とも呼ぶ）と、縦排水溝２と小段排水溝３との合流部分に配置され、縦排水溝２と
小段排水溝３が接続される集水桝４と、集水桝４の桝底４２に配置された減勢工５と、を
備えている。
【００１８】
　縦排水溝２は、法面６の傾斜に沿った勾配で法面６の傾斜方向Ｙに敷設される。ここで
、上流側の縦排水溝２ａの両側壁２０の頂面２１は集水桝４の天端４０に連結し、上流側
の縦排水溝２ａの溝底２２ａは、法面６の傾斜に沿った勾配を維持したまま、集水桝４の
桝底４２よりも高い位置において集水桝４の上流側の側壁４１ａに連結している。また、
下流側の縦排水溝２ｂの溝底２２ｂは、集水桝４の桝底４２に連結している。
【００１９】
　小段排水溝３は、小段７に沿って小段７の長さ方向Ｘに敷設される。ここで、集水桝４
の左側に位置する小段排水溝３ａの両側壁３０の頂面３１は集水桝４の天端４０に連結し
ている。また、小段排水溝３ａの溝底３２ａは、上流側の縦排水溝２ａの溝底２２ａと集
水桝４の上流側の側壁４１ａとの連結位置よりも高い位置において集水桝４の左側の側壁
４１ｂに連結している。同様に、集水桝４の右側に位置する小段排水溝３ｂの両側壁３０
の頂面３１は集水桝４の天端４０に連結している。また、この小段排水溝３ｂの溝底３２
ｂは、上流側の縦排水溝２ａの溝底２２ａと集水桝４の上流側の側壁４１ａとの連結位置
より高い位置において集水桝４の右側の側壁４１ｃに連結している。
【００２０】
　集水桝４は、上流側の縦排水溝２ａと、左右両側の小段排水溝３ａ、３ｂの少なくとも
一方から流水を集水し、下流側の縦排水溝２ｂに排水する。
【００２１】
　集水桝４の天端４０は、上流側の縦排水溝２ａの両側壁２０の頂面２１および左右両側
の小段排水溝３ａ、３ｂそれぞれの両側壁３０の頂面３１と連結している。
【００２２】
　集水桝４の上流側の側壁４１ａには、上流側の縦排水溝２ａにつながる開口部（連結口
）４３ａが形成されており、この連結口４３ａの下端４３０ａは、法面６の傾斜に沿った
勾配を有する上流側の縦排水溝２ａの溝底２２ａと連結している。
【００２３】
　集水桝４の左側の側壁４１ｂには、左側の小段排水溝３ａにつながる開口部（連結口）
４３ｂが形成されており、この連結口４３ｂの下端４３０ｂは、上流側の側壁４１ａに形
成されている連結口４３ａの下端４３０ａより高い位置（ｈ１＞ｈ３）において左側の小
段排水溝３ａの溝底３２ａと連結している。同様に、集水桝４の右側の側壁４１ｃには、
右側の小段排水溝３ｂにつながる開口部（連結口）４３ｃが形成されており、この連結口
４３ｃの下端４３０ｃは、上流側の側壁４１ａに形成されている連結口４３ａの下端４３
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０ａより高い位置（ｈ２＞ｈ３）において右側の小段排水溝３ｂの溝底３２ｂと連結して
いる。
【００２４】
　集水桝４の桝底４２は、上流側の側壁４１ａから、小段７と下流側の法面６ｂとの境界
８を超えて下流側の縦排水溝２ｂの溝底２２ｂと交差する位置９まで平坦に形成されてお
り、この交差位置９において下流側の縦排水溝２ｂの溝底２２ｂと連結している（図６参
照）。
【００２５】
　また、集水桝４には、以下に示すように、小段７と下流側の法面６ｂとの境界８付近か
ら下流側の縦排水溝２ｂとの連結位置９に向かうにつれて徐々に幅が小さくなるようにテ
ーパが付けられている。集水桝４の幅は、集水桝４の上流側の側壁４１ａから小段７と下
流側の法面６ｂとの境界８付近まではほぼ均一の底寸法ｄ１を有しているが、そこから下
流側の縦排水溝２ｂとの連結位置９に近づくにつれて徐々に狭くなり、下流側の縦排水溝
２ｂとの連結位置９において下流側の縦排水溝２ｂの溝幅寸法ｄ２とほぼ等しくなってい
る（図２参照）。具体的には、集水桝４の左側の側壁４１ｂは、小段７と下流側の法面６
ｂとの境界８付近の位置で、集水桝４の右側の側壁４１ｃとの間隔が狭くなるように内側
に折れ曲がり、下流側の縦排水溝２ｂの左側の側壁２０ａと連結している。同様に、集水
桝４の右側の側壁４１ｃは、小段７と下流側の法面６ｂとの境界８付近の位置で内側に折
れ曲がり、下流側の縦排水溝２ｂの右側の側壁２０ｂと連結している。
【００２６】
　上記構成の排水構造１では、上流側の縦排水溝２ａの両側壁２０の頂面２１と集水桝４
の天端４０とが連結し、かつ上流側の縦排水溝２ａの溝底２２ａが、法面６の傾斜に沿っ
た勾配を維持したまま、集水桝４の上流側の側壁４１ａに連結しているので、上流側の縦
排水溝２ａからの水流が、法面６の傾斜に沿った角度を維持したまま集水桝４の内部に流
入する。これにより、上流側の縦排水溝２ａからの水流を、集水桝４の桝底領域へ向けて
効率よく送り込むことができる。
【００２７】
　また、集水桝４の桝底４２が、上流側の側壁４１ａから小段７と下流側の法面６ｂとの
境界８を超えて下流側の縦排水溝２ｂの溝底２２ｂと交差する位置９まで平坦に形成され
、この交差位置９において下流側の縦排水溝２ｂの溝底２２ｂと連結しているので、集水
桝４に集水された雨水等の水面から桝底４２までの全領域を下流側の縦排水溝２ｂへの排
水断面として利用することができる。このため、集水桝４の流下能力が向上し、集水桝４
から排水される雨水等の流速が水面領域において過剰に速くなるのを防止でき、これによ
り、小段７と下流側の法面６ｂとの境界８において、流水が集水桝４から勢いよく飛び出
してしまうのを防止できる。また、集水桝の流下能力の向上により、集水桝４の水位が上
昇して集水桝４から雨水等が溢れ出るのを防止できる。したがって、本実施の形態によれ
ば、縦排水溝２および小段排水溝３の合流部分における溢水を効果的に防止することがで
きる。
【００２８】
　また、上記構成の排水構造１では、集水桝４の桝底４２に減勢工５を配置しているので
、上流側の縦排水溝２ａから、法面６ａの傾斜に沿った勾配で集水桝４内に流入する雨水
等の水流を減勢工５に衝突させ、その勢いを効果的に減勢させることができる。これによ
り、縦排水溝２および小段排水溝３の合流部分における溢水をより効果的に防止すること
ができる。
【００２９】
　また、上記構成の排水構造１では、集水桝４の左右両側の側壁４１ｂ、４１ｃに設けた
小段排水溝３ａ、３ｂとの連結口４３ｂ、４３ｃの下端４３０ｂ、４３０ｃを、上流側の
側壁４１ａに設けた連結口４３ａの下端４３０ａよりも高い位置に設けているので（図４
参照）、上流側の縦排水溝２ａからの水流と左右両側の小段排水溝３ａ、３ｂからの水流
の流入位置を集水桝４内の上下に分散させることができる。これにより、上流側の縦排水
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溝２ａから集水桝４に流入する雨水等と左右両側の小段排水溝３ａ、３ｂの少なくとも一
方から集水桝４に流入する雨水等とのぶつかり合いを防止して水流の勢いが加速するのを
抑制できるとともに、集水桝４の水位を低下させることができ、縦排水溝２および小段排
水溝３の合流部分における溢水をさらに効果的に防止することができる。
 
【００３０】
　なお、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々
の変形が可能である。例えば、上記の実施の形態では、集水桝４の桝底４２に減勢工５を
配置しているが、それに代えて、あるいはそれに加えて、集水桝４の桝底４２に、流水の
勢いを減勢させる凹凸を設けてもよい。また、現場打ちにより縦排水溝２および小段排水
溝３と集水桝４とを一体的に形成してもよいし、あるいは、現場にて、集水桝４のプレキ
ャスト製品を、敷設された縦排水溝２および小段排水溝３と連結してもよい。
【符号の説明】
【００３１】
１：排水構造、　２、２ａ、２ｂ：縦排水溝、　３、３ａ、３ｂ：小段排水溝、　４：集
水桝、　５：減勢工、　６、６ａ、６ｂ：法面、　７：小段、　２０：縦排水溝２ａの側
壁、　２０ａ、２０ｂ：縦排水溝２ｂの側壁、　２１：側壁２０の頂面、　２２ａ：縦排
水溝２ａの溝底、　２２ｂ：縦排水溝２ｂの溝底、　３０：小段排水溝３ａ、３ｂの側壁
、　３１：側壁３０の頂面、　３２ａ：小段排水溝３ａの溝底、　３２ｂ：小段排水溝３
ｂの溝底、　４０：集水桝４の天端、　４１ａ：集水桝４の上流側の側壁、　４１ｂ：集
水桝４の左側の側壁、　４１ｃ：集水桝４の右側の側壁、　４２：集水桝４の桝底、　４
３ａ：側壁４１ａの開口部（上流側の縦排水溝２ａ用の連結口）、　４３ｂ：側壁４１ｂ
の開口部（左側の小段排水溝３ａ用の連結口）、　４３ｃ：側壁４１ｃの開口部（右側の
小段排水溝３ｂ用の連結口）、　４３０ａ：連結口部４３ａの下端、　４３０ｂ：連結口
部４３ｂの下端、　４３０ｃ：連結口部４３ｃの下端
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